
愛
知
県
及
び
市
町
村
の
消
費
生
活
相
談
窓

口
に
は
、
還
付
金
詐
欺
に
関
す
る
相
談
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

相
談
の
内
容
は
、
市
役
所
、
年
金
事
務
所

等
の
公
的
機
関
の
職
員
を
名
乗
り
医
療
費
、

健
康
保
険
料
、
年
金
保
険
料
、
税
金
等
の
還

付
金
を
受
け
取
れ
る
と
い
う
電
話
が
掛
か
っ

て
き
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
等
で
お
金
を
受
け
取
る
手
続
き
を
す

る
よ
う
指
示
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。

電
話
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
等
の
操
作
方
法
を
指
示
さ
れ
、
還
付
金

を
自
分
の
口
座
へ
振
り
込
む
つ
も
り
が
、
逆

に
相
手
側
の
口
座
へ
振
り
込
ま
さ
れ
た
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の
ロ
グ
イ
ン

パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
聞
き
出
さ
れ
、
相
手
側
が

不
正
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
操
作
し
、
お
金
を
引

き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。役

所
等
の
公
的
機
関
か
ら「
還
付
金
を
支

払
う
」と
い
う
電
話
が
掛
か
っ
て
く
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
に
せ
ず
、
だ
ま
さ
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
事
例

・
市
役
所
を
名
乗
り「
医
療
費
の
還
付
金

を
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
受
け
取
れ
る
」と
い
う
電

話
が
あ
り
、
指
示
さ
れ
る
が
ま
ま
Ａ
Ｔ

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
情
報

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

Ｍ
で
操
作
を
繰
り
返
し
た
ら
、
逆
に
数

百
万
円
を
振
り
込
ん
で
、
だ
ま
し
取
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

・
年
金
事
務
所
を
名
乗
り「
保
険
料
の
還

付
金
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

で
受
け
取
れ
る
」と
い
う
電
話
が
あ
り
、

口
座
番
号
と
ロ
グ
イ
ン
に
必
要
な
パ
ス

ワ
ー
ド
等
を
相
手
に
伝
え
て
し
ま
っ

た
。

・
役
所
等
の
公
的
機
関
か
ら「
お
金
が
返

っ
て
く
る
」と
い
う
電
話
が
掛
か
っ
て

き
た
ら
、
そ
れ
は
還
付
金
詐
欺
で
す
。

・
還
付
金
に
心
当
た
り
が
あ
る
場
合
は
、

相
手
か
ら
伝
え
ら
れ
た
電
話
番
号
で
は

な
く
、
自
分
で
調
べ
た
役
所
等
の
公
的

機
関
の
電
話
番
号
に
連
絡
し
、
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　
県
消
費
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

　

０
５
２・９
６
２・０
９
９
９
、

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
局
番
な
し
）１
８
８

▼
事
務
費
率　
10
％
か
ら
12
％
へ
改
定

▼
改
定
時
期　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら　

事
務
費
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業

運
営
の
た
め
の
経
費
に
充
て
て
い
ま
す
が
、

昨
今
の
諸
物
価
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高

騰
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど
に
よ
り
、
事
業

運
営
を
取
り
巻
く
環
境
に
厳
し
さ
が
増
し
て

き
て
い
ま
す
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

事
務
費
を
改
定
し
ま
す

不
本
意
で
は
あ
り
ま
す
が
、
適
正
な
法
人

運
営
を
実
施
し
て
い
く
た
め
、
事
務
費
を
改

定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。　

▼
問
合
せ　
公
益
社
団
法
人
豊
山
町
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

　

０
５
６
８
・
28
・
６
３
２
２

入
学
す
る
小
中
学
校
を
指
定
し
た「
就
学

通
知
書
」を
１
月
に
送
付
し
ま
し
た
。
外
国

籍
で
入
学
を
希
望
し
学
校
教
育
課
に
申
請
し

て
い
な
い
方
や
、
転
居
・
転
出
予
定
の
方
、

私
立
・
国
立
小
中
学
校
に
入
学
予
定
の
方
な

ど
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対
象
者

小
学
１
年
生　
平
成
29
年
４
月
２
日
～

　
　
　
　
　
　
平
成
30
年
４
月
１
日
生
ま
れ

中
学
１
年
生　
平
成
23
年
４
月
２
日
～

　
　
　
　
　
　
平
成
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▼
問
合
せ　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー

プ　
　

28
・
２
２
１
１

小
中
学
校
に
通
う
児
童
生
徒
の
学
用
品
の

購
入
や
給
食
、
修
学
旅
行
な
ど
就
学
の
た
め

に
必
要
な
費
用
で
お
困
り
の
方
に
、
そ
の
費

用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。
援
助
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
経
済
的
な
理
由

小
中
学
校
入
学
予
定
者
の

保
護
者
の
方
へ

小
中
学
校
の
学
用
品
費
を
援
助
し
ま
す

で
、
就
学
の
た
め
の
費
用
が
負
担
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合（
町
民
税
非
課
税
世
帯
、

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
な
ど
）で
す
。
学

校
教
育
課
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー

プ　
　

28
・
２
２
１
１

私
立
幼
稚
園
の
う
ち
、
新
制
度
未
移
行
幼

稚
園
に
通
う
子
ど
も
の
副
食
費
を
補
助
し
ま

す
。
申
請
の
案
内
は
、
通
園
先
の
幼
稚
園
を

通
じ
て
行
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

①
令
和
５
年
度（
令
和
４
年
中
）の
市
町
村
民

税
所
得
割
合
算
額
が
７
７
，
１
０
１
円
未

満（
年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
）世
帯
の

方　
②
所
得
に
関
わ
ら
ず
、
第
３
子
以
降
の
子
ど

も（
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
が
３

人
以
上
い
る
世
帯
で
３
人
目
以
降
の
子
ど

も
）が
い
る
世
帯
の
方

▼
補
助
額　
月
額
４
，
７
０
０
円
ま
で

▼
対
象
期
間　
９
月
分
か
ら
３
月
分
ま
で

▼
申
込
期
限　
３
月
25
日（
月
）ま
で

▼
申
請
方
法　
期
限
ま
で
に
、
申
請
書
と
副

食
費
の
支
払
い
が
わ
か
る
書
類（
領
収
証

等
の
写
し
）を
通
園
先
の
幼
稚
園
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー

プ　
　

28
・
２
２
１
１

私
立
幼
稚
園
の
副
食
費
を
補
助
し
ま
す
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